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19541954195419541954 年年年年年 88888月月月月月 22222日日日日日生まれ　
職歴職歴職歴職歴職歴
1979-19831979-19831979-19831979-19831979-1983カメルーンにて、コーヒー・マーケ
ティング及び輸出を業とする 4つの協同組合のア
ドバイザー
1984-1985 1984-1985 1984-1985 1984-1985 1984-1985 カメルーンにて、「ドイツ・ボランタ
リィー・サービス」による協同組合開発プログラ
ムのコーディネーター
1985-1987 1985-1987 1985-1987 1985-1987 1985-1987 カメルーンの地方開発銀行 (GTZ)に
て、信用業務アドバイザー
1987-1988 1987-1988 1987-1988 1987-1988 1987-1988 GTZ、ILO他民間コンサルティング
会社にて、フリーランス顧問(特に、協同組合開発
プロジェクトの策定に参画 )

1988-1994 1988-1994 1988-1994 1988-1994 1988-1994 ILO業務として東、南及び中央アフ
リカ向けの協同組合開発に関する地域アドバイ
ザー (本拠キンシャサ、後にヤーウンデ )

1994-2000 1994-2000 1994-2000 1994-2000 1994-2000 在ジュネーブ、ILO協同組合部主任。
主務は、協同組合政策及び立法、協同組合による
貧困削減及び協同組合による仕事おこし
2001-2001-2001-2001-2001-現在現在現在現在現在     ILO協同組合部長 (ILO地域経済開発
計画兼務)、「貧困、雇用及びエンパワーメント」を
任務とするチーム・コーディネーター

　日本労協連の25周年記念のシンポジウム
にお招きいただいたことに感謝の意を表し
たいと思います。

ディーセント・ワークと7つの原則
初めにディーセント・ワークと協同組合
について、ILOの視点で少しお話をしたいと
思います。ILOがいうディーセント・ワーク
の定義でありますが、これは誰もが自由・公
正・安全ならびに人間の尊厳という条件の
下でまとも、人間らしい、生産的な仕事を得
る機会を持てるようにすることということ
であります。いくつか重要な言葉がでてき
ますが、「雇用の機会を創る」これは男女共
にということであります。そして、これは人
間らしい、生産的な仕事でなくてはいけな
い、また、自由・公正・安全、並びに人間の
尊厳という条件の下で実現しなくてはいけ
ないということであります。私は昨夜、日本
労協連の 7つの原則を読ませていただきま
したが、これは私たちのいうディーセント・
ワークとほぼ同じ、合致をしているといっ
ても構わないと思います。

ディーセント・ワークが欠けている状
態とは

ILOではディーセント・ワーク・デフィ
シット (decent  work deficit) と呼んでいる
方法論があります。これはディーセント・
ワークのどういった部分が欠落しているか

＜パネルディスカッション＞
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ディーセント・ワークが

欠けている状態とは
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雇用ギャップ:[全世界で]1億6千万の人々が明らかに失業して
いる。10億の人々が[生存を維持しうるだけの]低賃金で雇用
されている。

権利ギャップ:労働の場における基本的原則及び権利[の尊重
に関する]監督を受けられない[まま働かされている]

社会保護ギャップ:全世界の労働者のうち、せいぜい20%程度
が、真に適切な社会的保護を受けているにすぎない

社会的対話ギャップ:インフォーマル・エコノミーで労働する
者の圧倒的多数は未組織[で、政府、使用者側組織　と交渉す
る道を閉ざされている]。

という視点から、それぞれの国々がディー
セント・ワーク・パラダイムにおいてどう
いった位置づけになっているのということ
を見るものであります。このディーセント・
ワーク・デフィシットは4つの項目からなっ
ております。
①雇用ギャップ
まずひとつは、雇用の欠落ということが
あります。現在1億6,000万人の人が失業し
ており、10億人の人々が生活するに足らな
い程度の非常に安い賃金で雇用されている
という問題があります。
②権利ギャップ
もうひとつは、権利ギャップないしはそ
の権利が欠落していることです。例えば結
社の自由がない、また強制労働、児童労働と
いった問題がまだまだいろいろな国々で起
きているということです。
③社会保障ギャップ
それから、社会保護における欠落であり
ますが、労働者全体の20パーセント程度し
か正式な、適切な社会的保護を受けていな
いということがあります。
④社会的対話ギャップ

それから 4番目が社会的対話
における欠落であります。特に
農村部などに働く人たちは組織
化されておらず、代表が置かれ
ていないという状況に立たされ
ております。

雇用ギャップを解消するた
めに
では、どのようにして協同組
合がこれらの欠落を解消するこ
とができるのかということにつ
いてお話をしたいと思います。

まず初めに雇用ギャップですが、協同組合
は仕事を創り出すものです。例えば西ヨー
ロッパのあらゆる種類の協同組合では 800

万人の、そしてまた、南アでは 28万、イン
ドにおいては1,450万人の人が雇用されてい
ます。ICAによると1億人の人たちが協同組
合に関わって雇用を得ているということで、
これは多国籍企業の総雇用数より多くなっ
ています。
どのようにして協同組合は仕事を創り出すのか
それでは、どのようにして協同組合は仕
事を創り出しているのかということですが、
5つの方法があります。まず、協同労働の場
としてであります。それから、使用者として
の協同組合という側面があります。あらゆ
る種類の協同組合は人を雇っている、した
がって仕事を創っています。また、農業にお
いては零細農家などは、自分たちの生産物
を協同組合を通じて販売しているという側
面があります。もうひとつは、政府における
協同組合の部署等々、既存の制度における
協同組合の雇用の創出があります。また協
同組合と取り引きをする企業での仕事を創
出するという波及効果があります。
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この雇用の創出において労働者協同組合
は特に優位性があると思っています。とい
うのは、個人では足りない、資本や交渉力、
アイデア、スキル、専門性、生産性といった
ものを協同組合であれば補い合い、学びあ
い、革新をもたらすことができます。した
がって、この労働者協同組合という形態は
いくつかの雇用の分野において新たな機会
をもたらすことになるでしょう。
労働者協同組合の4つの選択肢
さてこの労働者協同組合のアプローチは4

つの選択肢に分けてみることができます。
まず、伝統的な労働者協同組合であります。
ここでは最も成功した例としてスペインの
モンドラゴン協同組合があります。これは、
現在、世界各地に支部をもっており、何万人
もの人たちが雇用され、しかもスペインで
最も利益生の高い企業であります。それか
らもうひとつが、労働請負協同組合であり
ます、ここではいろいろな人が集まって、そ
して自分たちのスキルをグループとして国
にないしは民間に売るというものでありま
す。このような協同組合は特にインド、スリ
ランカで成功しています。インドでは1,300

万人の雇用がこのような労働請負協同組合
によって生まれています。それからもうひ
とつの選択肢は、労働者が自ら所有する企
業であります。これは協同組合そのもので
はないのですが、似た形式になると思いま
すBNAというアメリカの出版社は、初めて
完全に労働者が所有する企業であり、今日
に至るまでその形式は保たれ、アメリカに
おいても有数の出版社となっております。
最後はサービスを共有する協同組合です。
これは零細企業が集まったものです。私の
国ドイツにはデニックというのがあります
が、ここはインターネットのISP、プロバイ

ダーによって形成されたものであります。
あらゆるISPがここに加盟をしている、そう
いった協同組合です。
労働者協同組合のための適切な立法
さて、主催者から、現在日本において一番
欠けているものの一つであるとお聞きして
いますので、労働者協同組合のための適切
な立法についてお話ししたいと思います。
労働者協同組合は、特殊なものであります。
労働者であり、かつ雇用主でありそしてま
た所有者であるという 3つの側面を持って
いるため、労働法と労働者協同組合との関
係というのは非常にユニークなものになっ
ています。ということで、労働法のすべて
を、この労働者協同組合の労働者に適用で
きるかどうかは疑問であります。彼らは労
働者であるのと同時に使用者であります。
また、例えば労働者協同組合のメンバーが、
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労働組合のメンバーになりうるのかといっ
た、労働者協同組合における労使関係の問
題があります。ILOは95年に専門家を集め
て、この協同組合の法律について話し合い
ました。そのテーマのひとつは、労働法、そ
して労使関係、労働基準を協同組合で適用
できるかということでした。そこから出て
きた提言のひとつは、労働者協同組合のメ
ンバーを政・労・使の関係にプラスして4番
目のソーシャルパートナーとしてみなすべ
きということでありました。
さて、日本においては現在このような労
働者協同組合のための法制化を図っておら
れるということでありますが、ILOもまたこ
の分野においては支援をしたいと思ってお
りますし、いろいろなアドヴァイスを提供
したいと思います。私たちの協同組合法に
は 950くらいのレファレンスがありますの
で、そういったデータ提供し、必要な情報
サービスを提供したいと思っております。
ですから労協連の皆様も是非ご相談いただ
ければと思います。この法制化をなんとか
実現する上でお役に立てればと思います。

権利ギャップを解消するために
ディーセント・ワークと協同組合のテー
マに戻りますが、二つ目は権利ギャップを
解消するために協同組合に何ができるのか
ということです。まず、結社の自由を促進
し、確固たるものにし、定着をさせるという
ことであります。国によっては結社の自由
がなく、そこには協同組合は存在しません。
協同組合が存在することがあればこの結社
の自由を定着させることができます。例え
ばイギリスの協同組合やガーナの協同組合
が一緒になってガーナのココアのプラン
テーションにおける児童労働に対し、反対

運動を展開しております。

保護ギャップを解消するために
もう一つは、保護のギャップをいかに解
消できるかということがあります。具体的
には社会的サービスのオルタナティブな給
付のメカニズムを提供するということです。
これは日本では、児童、身体の障害を持つ人
たち、そして特に高齢者に対するケアとい
う新しい分野において、パイオニア的な存
在が沢山あると思いますし、他の国々は日
本から学ぶことが非常に大きいと思います。
それから、保護ギャップを解消するもうひ
とつの方法としては、社会的に不利な立場
にある人たちが自助を通して仕事を創り出
すということです。例えばイタリアの社会
的協同組合では、現在6万人程の雇用が生ま
れております。知的障害、精神障害、またア
ルコール中毒の人たちなど、通常であれば
施設に入るところを、彼らは社会的協同組
合を通じ仕事を見つけ出すことができまし
た。

対話ギャップを解消するために
社会的な対話のギャップを埋めるという
点ですが、私自身はこれが最も協同組合が
貢献できる部分ではないかと思っています。
組織化することによって代表権や声を持た
ない人、また自営業者、零細企業を助けるこ
とができるわけです。現在、ICAと ILOが
一緒になって、5ヶ国で活動しております。
特にインフォーマル経済における労働者や
中小企業の人たちにアクセスすることに
よって彼らが声を持ち、代表権をもち、そし
てプログラムをもてるように非常に革新的
なアプローチをしております。東部または
南部アフリカですでに行われていますし、
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ネパールでもまもなく実行される予定に
なっています。
また協同組合は小規模な自営業者に大き
な力を与えることになります。通常はその
ようなことが保証されていません。たとえ
ばコーヒー・マーケティングの協同組合が
多くの発展途上国で重要な役割を果たして
おります。協同組合がなければ、こういった
人たちは自らの関心を代弁する術をもたな
いわけです。

協同組合はディーセント・ワークを創
造する
まとめになりますが、協同組合はディー
セント・ワークを創り出すことができると
思います。というのは、協同組合は経済的な
機会を創造することができるからです。ま
た協同組合は貧しい人びとの権利を保護す
ることができます。また協同組合は、互助を
通じて基本的な保護をコミュニティへ提供
することができます。また協同組合は当事
者能力を組織的発展を通じて人々に与える
ことができます。そして民主的な運営や公
正な利益配分を協同組合は提供することが
できます。だからこそ ILO はこの協同組合

の発展という分野に重点的に取り組んでい
るわけです。

ILO勧告第 127号から 193号へ
新しい ILO の勧告193号について少しお
話します。どういった経緯で2002年にこれ
が採択されたかということです。1966年に
採択された127号という勧告がありました。
ILOがこれを修正することになった理由は
いくつかあります。まず、グローバル化の流
れというものです。1966年当時、世界はま
だ分裂した状況にあり、いくつかの圏、ブ
ロックにわかれていました。そして127号の
多くの部分が2つのブロック、資本主義と共
産主義の間の妥協の産物であったわけです。
しかしそういった 2つのブロックの対立が
なくなり、そのために純粋な協同組合に関
する役割あるいは内容を提示することが可
能になったのです。また、66年当時はまだ
国家が開発において主要な役割を担うべき
だと信じられていました。しかし今日にお
いては、市民社会、そして民間社会がより重
要な役割を担い、条件のフレームをつくっ
ています。また一方、新しい発展のパラダイ
ムというものが出てきました。たとえば貧
困削減戦略ペーパーが世銀から出されまし
た、これは非常に重要なもので、発展途上国
を改善するための構造改革プログラムとい
うものが始まったわけです。また2000年に
国連総会が 4つのミレニアム開発目標をか
かげました。そして ILOは自らのディーセ
ント・ワークのパラダイムを開発しました。
こういったものをすべて新しい勧告に反映
させる必要があったわけです。また協同組
合の解放ということもありました。つまり
協同組合は誰かの道具であるということで
はなくなったわけです。協同組合が国家、あ
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るいは開発関連庁の一部ではなく、自らの
存在をもつものとして解放されたというこ
とも新たな勧告の中に盛り込まれています。
そして勧告第 127号は発展途上国にのみ限
られた内容となっていました。ILO において
はすべての加盟国に適用されるものを作り
たいと思っていたわけです。これはあくま
でも勧告であり、義務として課されるもの
ではありませんが、非常に嬉しいことに
2002年 6月以来、25ヶ国がすでにその自ら
の法律においてこの新しい勧告の条項を採
択しております。そしてさらに60ヶ国が、日
本もそうですけれども、国全体での会議な
どを設けてこの問題について話しあってお
ります。そして ICAなどもこのやり方とい
うものを促進しております。

では最後に一部抜粋ということになりま
すが、ILO事務局長ジュアン・ソマビア氏の
スピーチを紹介したいと思います。これは1

年前、オスロでの ICA総会で語った言葉で
す。

協同組合運動は、目覚しいグローバルな
ネットワークを代表しています。それは地
方のコミュニティと、世界のすみずみと社
会のすべてのセクターから引き出された事
実に基づいたものです。
それにもかかわらず、協同組合企業はま
だ、私たちILOが協同組合の優位点と呼ん
でいる現在的な挑戦の多くに解決を与える
基本的なツールとしては、十分認識されて
いません。率直にいって、あなた方は新自
由主義経済の世界で、ファッショナブルで
はありません。
そこで今日、私はシンプルで明確なメッ
セージをお伝えします。私はあなた方を支

援してきました。それは、心からの信念に
もとづいてです。コミュニティの声とそれ
を代表する人々があり、仕事をおこし貧困
を減少させ、価値と利潤を結合させ、グロ
－バリゼーションをより公正で包括的なも
のにしようとするところはどこでも、協同
組合運動はより公正で生産的であり、かつ
バランスある社会のための主要な担い手と
して考慮されるに違いありません。
　聞こうとしない人のために、大きな声
で明確に言いましょう。あなた方は現在と
未来を代表しており、過去の遺物でないと
いうことを。
今でも、私たちは私たちの歴史を誇りに
思っています。ILO－ ICAのパートナー
シップは、ごく初期の日々にさかのぼりま
す。おそらく、初代 ILO事務局長アルベー
ル・トーマが 1930年に議会で演説をした
時の言葉が、最上でしょう。「私たち２つの
組織は、技術的にも構成上も、ともにリン
クしています。しかし、最大の事柄は、技
術でもなければ、手続きでもありません。
両組織を生き生きさせているのは、心底か
らのコミュニケーションに基づく内なる精
神なのです。」

ありがとうございました。


